
 
 

 
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
対
処
し
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
並
び
に
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
守
る
た
め
、
万
全
の
対

策
を
講
ず
る
と
と
も
に
国
民
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

二 

重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
、
通
信
の
秘
密
の
保
護
を

始
め
と
し
た
国
民
の
権
利
と
自
由
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。
特
に
、
警
察
庁
に
よ
る
重
大
サ
イ
バ
ー
事

案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
等
が
新
た
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
警
察
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
十
分
に
確
保
し
、
警
察
行
政

の
民
主
的
管
理
と
運
営
を
徹
底
す
る
た
め
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
法
令
に
基
づ
く
適
切
な
捜
査
等
の
実
施
及
び
警
察
官
の

適
正
な
教
育
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
警
察
庁
を
厳
正
に
管
理
監
督
す
る
こ
と
。 

 

三 

重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
等
に
関
す
る
国
民
か
ら
の
苦
情
申
出
に
対
し
て
は
真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。
ま

た
、
国
家
公
安
委
員
会
に
対
す
る
苦
情
申
出
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
民
に
十
分
周
知
す
る
と
と
も
に
、
苦
情
申
出
に
適
切
・

迅
速
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
電
子
メ
ー
ル
等
の
活
用
を
含
め
、
苦
情
申
出
を
行
い
や
す
く
す
る

た
め
、
制
度
の
内
容
や
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四 

重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
の
対
象
と
な
る
重
要
イ
ン
フ
ラ
等
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
か
つ
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
今
後
の
社

会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
不
断
に
見
直
す
こ
と
。 

 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



五 

国
境
を
越
え
た
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
等
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
諸
外
国
及
び
国
際
機
関
と
の
緊
密

な
協
力
関
係
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
国
際
共
同
捜
査
に
積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
。 

 

六 

サ
イ
バ
ー
事
案
に
適
確
に
対
処
す
る
た
め
、
警
察
庁
及
び
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
高
度
専
門
人
材
を
十
分
に
育
成
・

確
保
す
る
と
と
も
に
、
民
間
の
技
術
や
知
見
も
活
用
す
る
こ
と
。
な
お
、
民
間
の
技
術
や
知
見
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
捜

査
情
報
等
が
漏
え
い
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
情
報
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

七 

サ
イ
バ
ー
警
察
局
及
び
サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
隊
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
に
関
す
る
都
道
府

県
警
察
の
捜
査
能
力
が
低
下
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
警
察
の
捜
査
能
力
を
更
に
向
上
さ
せ

る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
を
未
然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
被
害
を
最
小
化
す
る
た
め
、
犯
罪
の
手
口
及
び
対
処
技
術
に

つ
い
て
関
係
省
庁
、
都
道
府
県
警
察
、
事
業
者
等
と
の
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

 


